
 

大津湖南都市計画高度地区の決定（守山市決定） 

 

 

計画書 

都市計画高度地区を次のように決定する。 

 

種  類 面  積 建築物の高さの最高限度 

高度地区（駅前中心Ａ地区） 約 5.34ha 建築物の高さは、25メートル以下とする。 

高度地区（駅前周辺Ｂ地区） 約 17.36ha 建築物の高さは、20メートル以下とする。 

高度地区（駅前周辺Ｃ地区） 約 9.98ha 建築物の高さは、20メートル以下とする。 

「位置および区域は計画図表示のとおり」 

 

１ 適用の除外 

(1) この規定の適用の際、現に存する建築物または現に建築、修繕もしくは模様替の工事中の

建築物がこの規定に適合せず、またはこの規定に適合しない部分を有する場合においては、

当該建築物または建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。 

(2) 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 12 条の４第１項の規定による地区計画等の区域

（地区整備計画等が定められている区域のうち、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第

68条の２の規定に基づく条例（以下「建築制限条例」という。）により、建築物の高さの最

高限度が定められている区域に限る。）内の建築物で、当該建築制限条例の規定の内容に適

合するものについては、当該規定は適用しない。 

(3) 建築基準法第 59条の２の許可による建築物に対しては、当該規定は適用しない。 

 

２ 市長の認定による特例 

(1) この規定の適用の際、現に存する建築物または現に建築、修繕もしくは模様替の工事中の

建築物の建替え（建築物の除却または複数の建築物がある場合にあっては、その建築物ご

との除却が行われる場合の当該建築物の除却を行った後、引き続き当該建築物と同一の用

途かつ同程度の規模の建築物を建築することをいう。）で市長が認定したものについては、

当該規定は適用しない。 

(2) 周辺環境に配慮し、良好な市街地環境の形成に寄与するとして、守山市都市計画審議会の

意見を聴いて市長が認定した建築物については、当該規定は適用しない。 

(3) その他公益上やむを得ないと認め、または周囲の状況等により環境上支障がないと市長が

認定した建築物については、当該規定は適用しない。 


